
私
立
学
校
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

令

和

五

年

四

月

二

十

五

日 
 

参

議

院

文

教

科

学

委

員

会

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。  

 

一
、
本
法
に
よ
る
学
校
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
当
た
っ
て
は
、
私
立
学
校
の
建
学
の
精
神
を
侵
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意

す
る
こ
と
。
ま
た
、
大
学
を
設
置
す
る
学
校
法
人
に
お
い
て
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
学
問
の
自
由
及
び
大
学
の
自
治

の
理
念
を
踏
ま
え
、
私
立
大
学
の
自
主
性
・
公
共
性
を
担
保
す
る
観
点
か
ら
、
そ
の
設
置
す
る
大
学
の
教
育
・
研
究
に
不
当

に
干
渉
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
特
段
の
留
意
を
払
う
こ
と
。 

 

二
、
理
事
会
の
業
務
執
行
に
対
す
る
評
議
員
会
の
監
視
・
監
督
機
能
の
強
化
を
促
進
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
評
議
員
会
の
意

見
の
聴
取
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
意
見
の
聴
取
に
代
え
て
決
議
を
要
す
る
こ
と
も
で
き
る
旨
を
各
学
校

法
人
に
周
知
す
る
な
ど
、
評
議
員
会
の
権
限
強
化
策
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 

三
、
学
校
法
人
の
理
事
の
選
任
は
評
議
員
会
の
監
視
・
監
督
機
能
を
定
期
的
に
発
揮
さ
せ
る
重
要
な
手
段
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
各
学
校
法
人
の
理
事
選
任
機
関
に
評
議
員
を
含
め
る
な
ど
の
工
夫
に
よ
り
、
理
事
会
か
ら
の
中
立
性
を
確
保
す
る
よ
う

周
知
を
図
る
こ
と
。 

 

四
、
理
事
長
等
特
定
の
者
へ
の
権
限
の
集
中
が
一
部
の
私
立
大
学
等
に
お
け
る
不
祥
事
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、

評
議
員
会
の
監
視
・
監
督
機
能
が
実
質
的
か
つ
健
全
に
機
能
す
る
よ
う
、
理
事
又
は
理
事
会
が
選
任
す
る
評
議
員
数
の
上
限

に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
当
該
割
合
ま
で
求
め
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
各
学
校
法
人
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
上
限
の
在



り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

 
五
、
評
議
員
の
選
任
に
際
し
、
多
様
な
主
体
が
評
議
員
会
に
参
画
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
、
各
学
校
法
人
の
規
模
や
特
性

に
応
じ
て
、
教
職
員
、
卒
業
生
、
保
護
者
、
地
域
住
民
、
有
識
者
な
ど
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
多
様
な
構
成
と
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
旨
を
、
各
学
校
法
人
に
対
し
周
知
す
る
こ
と
。 

 

六
、
学
校
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
に
は
、
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
活
性
化
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
各
学
校
法
人

に
お
い
て
理
事
会
及
び
評
議
員
会
を
理
事
及
び
評
議
員
の
出
席
の
も
と
定
期
的
に
開
催
す
る
な
ど
の
工
夫
に
よ
り
、
積
極
的
に

意
見
交
換
す
る
よ
う
周
知
す
る
こ
と
。 

 

七
、
私
立
大
学
等
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
不
全
を
防
止
す
る
た
め
、
文
部
科
学
大
臣
所
轄
学
校
法
人
等
に
お
い
て
は
、
理
事
長
職
に
つ

い
て
、
責
任
に
見
合
っ
た
勤
務
形
態
を
取
ら
せ
る
た
め
、
任
期
や
再
任
回
数
に
上
限
を
設
け
る
た
め
の
措
置
な
ど
理
事
長
職

の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

 

八
、
監
事
と
会
計
監
査
人
の
連
携
や
監
査
重
点
事
項
の
策
定
な
ど
に
よ
り
監
事
及
び
会
計
監
査
人
に
よ
る
監
査
機
能
の
実
効
性

を
確
保
す
る
よ
う
各
学
校
法
人
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
会
計
監
査
人
は
そ
の
独
立
性
を
害
す
る
よ
う
な
監
査
証
明
業
務
と

非
監
査
証
明
業
務
の
同
時
提
供
は
で
き
な
い
旨
の
周
知
を
図
る
こ
と
。 

 

九
、
本
法
に
よ
り
学
校
法
人
の
役
員
及
び
評
議
員
の
権
限
や
責
任
に
変
化
が
生
じ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
役
員
及
び
評
議
員
が
期

待
さ
れ
る
役
割
を
適
切
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
研
修
の
機
会
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
新
た
に
選
任
さ
れ

る
理
事
・
評
議
員
が
学
校
法
人
の
適
正
な
運
営
に
当
た
り
必
要
と
さ
れ
る
識
見
を
習
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
取
組
に

努
め
る
と
と
も
に
、
本
法
に
よ
り
外
部
の
理
事
・
評
議
員
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
者
へ
の
必
要
な
情



報
提
供
を
図
る
よ
う
、
各
学
校
法
人
に
対
し
周
知
す
る
こ
と
。 

 
十
、
本
法
に
よ
る
学
校
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
学
校
法
人
は
、
都
市
部
の
大
学

等
を
設
置
す
る
大
規
模
な
も
の
か
ら
地
方
の
幼
稚
園
の
み
を
設
置
す
る
小
規
模
な
も
の
ま
で
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
に

小
規
模
な
学
校
法
人
に
対
し
て
は
、
寄
附
行
為
・
内
規
の
変
更
や
評
議
員
の
候
補
者
探
し
な
ど
の
負
担
、
地
域
間
格
差
の
拡

大
等
に
配
慮
し
、
設
置
す
る
学
校
種
及
び
規
模
等
を
踏
ま
え
た
運
用
面
で
の
負
担
の
軽
減
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

十
一
、
本
法
は
大
学
を
設
置
す
る
大
臣
所
轄
学
校
法
人
を
中
心
に
制
度
設
計
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
学
校
法
人
の
所
轄

庁
は
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
に
対
し
て
丁
寧
な
説
明
や
調
整
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

十
二
、
私
立
学
校
法
の
対
象
外
で
あ
る
株
式
会
社
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
学
校
に
お
い
て
も
、
最
大
の
利
害
関
係
者
が
学
生
等
で

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
設
置
主
体
の
株
式
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
不
全
が
学
生
等
に
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
、
設
置
者
に
対

す
る
指
導
助
言
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。 

 

十
三
、
学
校
法
人
の
役
員
及
び
評
議
員
の
選
任
に
当
た
っ
て
は
、
男
女
共
同
参
画
の
観
点
か
ら
、
女
性
の
登
用
に
つ
い
て
配
慮

を
求
め
る
旨
を
、
各
学
校
法
人
に
対
し
周
知
す
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


